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  ○開始の指示があるまで内容を見てはいけません。  
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【憲  法  問題】  

 

 
 次の文章を読んで、［設問１］から［設問３］までに答えなさい。  
 
 Ａらは、Ｂ株式会社の従業員で組織するＣ労働組合の役員である。Ｃ労働組合は、

来たるべき市議会議員選挙を前にして、かねてより支持協力関係にある政党Ｄの公

認を得て立候補を予定している３名について、これを推薦して支援することを組合

の機関で決定した。  
 Ｅは、Ｂ株式会社の従業員であり、Ｃ労働組合の組合員である。Ｅは、市民団体

の要請を受けて上記市議会議員選挙に立候補することを考えて、周囲の組合員にも

そのことを話して支持を訴えかけていた。  
 このことを知ったＡらは、Ｅに対して、Ｃ労働組合は組合として政党Ｄの３名を

推薦することを正式に決定しており、Ｅの動きはこの組合の方針に反するものであ

るから立候補を断念するようにと繰り返し働きかけた。しかし、Ｅは、この働きか

けを受け入れず、市議会議員選挙に立候補することとなった。  
 これに対して、Ａらは、Ｅの立候補は組合の決定に反する組合規約違反の行為で

あるとして、Ｅの組合員としての資格を停止することをＣ労働組合の機関に提案

し、同組合の統制委員会は、Ｅに対して、組合員としての資格停止１年の処分を決

定した。  
 
［設問１］  
 労働組合が、特定の政党またはその候補者を支持、支援することは憲法上認めら

れるか。  
 
［設問２］  
 労働組合の役員が、Ｅに対して立候補を取りやめるように繰り返し働きかけるこ

とは憲法上許されるか。  
 
［設問３］  
 労働組合が、その方針に反することを理由に、立候補したＥの組合員としての資

格を停止する決定を行うことは憲法上許されるか。  
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【出題趣旨】 

  憲法 28 条によって保障されている労働組合の活動の範囲、そしてその統制権の限界を

問う問題である。労働組合の「目的」については、労働組合法 2 条の柱書きが定めるが、

その範囲が広いこと、しかし限界が存することについて、三井美唄事件判決［百選 149］
（さらには国労広島地本判決［百選 150］といった最高裁の判例が理解されておれば容易

に答えられる問題である。 

 

【解説･講評】 

 出題趣旨であげた判例が理解されておれば容易に解答できる問題であったが、その基本

さえ理解できていない解答が目立った。とりわけ、労働基本権によって保障されている労

働組合がどのような法的位置にあるのかのついてさえ認識されていないと思われる解答が

多かった。 

 問題は、労働組合の構成員（組合員）の立候補の自由との関係で、労働組合という組織･

団体の目的から導かれる活動範囲（問①）および統制権の限界（問②③）を問うものであ

り、判例は、問①については政治活動を含みきわめて広く、その結果として問②について

もこれを認容しているが、これに統制権を及ぼすことは否定している。論じるにあたって

は、この判例の立場が出発点となる。 
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